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会議の顛末

一般質問（１２月１６日）

議長（川上守）

おはようございます。ただいまの出席議員

数は９人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

7番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

おはようございます。日本共産党の中尾理

明です。傍聴者の皆様、早朝よりお出かけく

ださり、本当にありがとうございます。若桜

に突然の冬将軍がやってまいりました。スキ

ー場に恵の雪となるのでしょうか。心配のな

い、お客様に喜んでいただけるゲレンデコン

ディションとなるよう期待するものです。ま

た、この冬、若桜町全域が災害のないことを

祈るものです。

さて、コロナ禍で行事、イベントがことご

とく中止されてきましたが、１２月６日には、

若桜鉄道の旧国鉄若桜線全線開通９０周年記

念感謝祭があり、久しぶりにＳＬの汽笛が町

中にこだまし、トロッコ列車も子ども連れの

多くのお客様の乗車でにぎわっていました。

私も多くの訪れたお客様の笑顔に出会い、心

温まるひとときを過ごすことができました。

また、一月半前、１０月１日からは、吉川

地区共助交通を推進する会の、５人の方々の

運転によるタクシー運行が始まりました。運

転手さんが吉川の細い道の隅々まで回られ、

気さくに声をかけられ、乗車運行している様

子がテレビ放映され、とても頼もしく思いま

した。１０月一か月で、平日７０回運行し、

１１２人が利用されたとのことですが、この

数をどう評価するかは別として、まずは、運

転手の皆さんに敬意を表したいと思います。

住民に便利で愛される交通手段として、少し

でも多くの方々が利用されるよう期待するも

のです。

前置き最後に言わなければならないのは、

米軍機・オスプレイ、自衛隊輸送機の飛行が

１１月から１２月にかけて著しく増加してい

ることです。６月定例会で答弁があった飛行

状況を自分なりに計算すると、２０１９年４

月から２０２０年５月まで平均すると、一か

月、２回から３回の飛行であったものが、先

月１１月１３日以降、１２月１０日までの一

か月足らずの間に、８回も米軍機、自衛隊輸

送機が飛行し、そのうち、オスプレイが２回

あり、この異常さは看過できません。

一昨日は、県東部の共産党組織として、鳥

取県への要請を行いました。私も危険な低空

飛行を目撃した八頭町、鳥取市河原町の方々

とともに、若桜の実情を訴え、中止に向け国

に働きかけるようお願いしてまいりました。

このままでは、町民が平和に暮らすことは

できません。また、これから氷ノ山スキー場

に訪れるお客様の安全も守ることもできませ

ん。低空飛行中止のため、全町民が力を合わ

せることを望み、以下通告に従い、順次質問

させていただきます。

最初の質問は、若桜町がこれから始めよう

としている、「特定地域づくり事業」について

であります。その一つ、１０月２０日開催の

総務産業教育民生常任委員会において、８月

からこの事業に関する商工会員さんなどへの

説明会が開催され、特定地域づくり事業協同

組合に加入の意思を示されたのが２社であっ

たと説明を受けましたが、その後、参加表明

された業者さん等あったかどうか、伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。



町長（矢部康樹）

「特定地域づくり事業協同組合」に加入の

意思を示されたのは２社であったと説明を受

けましたが、その後の参加表明があった業者

等はあったのか伺いますとのご質問でござい

ますが。

現在、組合設立に向けまして準備を進めて

いるところでありますが、まず、改めて本事

業の概要等についてご説明をさせていただき

ます。現在、本町において、安定的な雇用環

境を確保することができていない状況が続い

ており、そのため人口流出の原因、またＩＪ

Ｕターンの障がいとなっております。

この課題の解決に向けまして、人口急減地

域における特定地域づくり事業の活用に向け

て準備を進めているところでございます。本

制度は、地域全体で複数の事業者の仕事を組

み合わせることで年間の仕事を創出し、設立

予定の人材派遣協同組合で人材を確保し、そ

れぞれの事業者に派遣する仕組みとなってお

ります。この制度を活用することで、事業者

は賃金負担が２分の 1 になるという大変有利

な制度となっております。

常任委員会以降に参加の意向を示されたの

は２社であり、現在は４社から参加の意向を

伺っている状況ではありますが、その他にも

興味を示されている事業者と協議を継続して

いる状況でございます。現段階では、組合設

立に最低限必要な４事業者のご賛同はいただ

けるのではないかというふうに思っていると

ころでございます。

本制度を活用することで、安定的な雇用環

境と一定の給与水準を確保した職場をつくり

出し、人口減少対策を講じるとともに、地域

事業者の維持・拡大を推進し、地域経済の発

展につなげていきたいと考えているところで

ございます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

２社は意思表明されたということで、一応、

共同組合設立の当初目的が達成されたと、最

低限ですね、ということだろうというふうに

理解しました。

次であります。常任委員会では、特定地域

づくり事業協同組合、すなわち派遣元は無期

雇用職員として採用すると説明されたと受け

止めておりますが、私の認識に間違いがない

かどうかお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

特定地域づくり事業協同組合は、無期雇用

職員として採用すると説明されたと受け止め

ましたが、この認識に間違いないか伺います

とのご質問でございますが。

地域人口の急減に対応するための特定地域

づくり事業の推進に関する法律のガイドライ

ンにより、本事業による組合からの労働者派

遣は、無期雇用職員に限られております。

しかしながら、一定の制限を設ける必要も

あるとは考えているところでございまして、

高齢者等の雇用の安定等に関する法律を勘案

し、６５歳定年、また、若桜町の現状も考慮

した上で、定年について今後検討していく必

要があるのではないかというふうに思ってい

るところでございます。

参考までに、あくまで主体は組合であり、

町は組合に加入することができませんので、

町として行えることは助言等の範囲というこ

とはご承知願いたいというふうに思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。



議員（中尾理明）

事業協同組合ができたら、その後は派遣元

である事業協同組合の運営について、町は特

別関わることは差し控えられるということで

指導、毎年度の予算を提供されるんで援助と

いうことであろうかと思います。改めて無期

雇用を条件としているということを確かめさ

せていただきました。

３番目です。派遣先の事業所を退職した労

働者は、１年間は同一の事業所に勤務できな

いとされていますが、労働者の処遇として適

切だとお考えなのか、町長に伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

派遣先の事業所を退職した労働者は、１年

間は同一の事業所に勤務できないとされるが、

労働者の処遇として適切であると考えるのか

伺いますとのご質問でありますが。

本事業については、事業者協議でも課題と

なっておりますが、地域人口の急減に対応す

るための特定地域づくり事業の推進に関する

法律のガイドラインにより、離職後１年以内

の労働者派遣は禁止となっており、ある事業

者を辞職した労働者を離職後１年以内に当該

事業者へ派遣労働者として派遣すること、当

該事業者が派遣労働者として受け入れること

は禁止されていますが、６０歳以上の定年退

職者は禁止対象からは除外されております。

ただし、６０歳以上の定年退職者でも、取

り扱いとして６５歳定年職場を６０歳で退職

された方、６０歳以上の方で、アルバイトで

働いていた方については除外とならないとさ

れております。

処遇としましては、１年以内では勤務でき

ないということは課題でありますが、現在の

国の基準に基づくものであり、ご理解をいた

だきたいというふうに思っております。

実は、この特定地域づくりなど事業を進め

るに当たりまして、やはり課題が何点か出て

きています。この今、ご質問いただいた件に

ついても 1 つの課題事項だなと思っておりま

して、何とかこういうものについては年明け

に総務省のほうと協議をさせていただきたい。

何とか地元の要望もぜひ聞いていただけるよ

うな場を持ちたいというふうに思っていると

ころでございます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

法律上６０歳以上の方について、６０歳ま

でその場所での勤務かどうだかわからんです

けども、働いていらっしゃった方については

除外されるということを知りまして、なかな

か大変だし、６０歳以上の方で、それまで職

に就いていらっしゃらない方については、あ

る意味では、仕事の場所が確保できて活躍で

きるということでは評価できるところもある

んじゃないかなと思います。

しかし、大元の労働者派遣法ですか、その

ものについての私なりの考えを持っておりま

して、片や無期雇用であっても派遣労働であ

り、先ほど質問もしましたけども、１年間の

再雇用は認められないというようなことがあ

ります。

そういうことで、今の法律が直ちに改善さ

れるとは想定しませんけども、悪くすると、

なし崩し的に労働者派遣法に定められた３年

間の期限付き雇用になるんじゃないかなとい

うようなことも心配しとるもんですから、な

おのこと質問をしたところであります。そう

いうことの心配はないのかどうなのかという

ようなことは現時点で町長のお考えはあれば。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。



町長（矢部康樹）

中尾議員の心配される点につきましては

重々承知しておりますし、やはりこの制度、

まだできまして、この春に法律ができて、ま

だ運用のほうも国全体でもあまりの数が運用

されている状況でございません。そのため、

やはり若桜町でもこれを設立するに当たって、

先ほど申しましたように課題というものが出

てきております。

その課題については、ぜひ国のほうにお話

をさせていただいて、何とかその現場の意見

という声だけは、まず届けたいというふうに

思っておりますので、その中尾議員が心配さ

れておられる件についても、そうならないよ

うにお話させていただきたいと思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ぜひ町長のおっしゃられたように、労働者

にとって不利益にならないような処遇になる

ことを期待したいと思います。そのための町

の努力を要請するものです。

この質問の最後です。この特定地域づくり

事業は国・県の交付金、補助金等の支援があ

り、６名の雇用を想定した予算組みで試算す

ると、国・県の支援金を財源とし、町は実質

２００万円の負担だとのことでありますが、

事業を展開するには年度初めには町が１,２

００万円を投じることになり、毎年度となる

と決して少なくない金額であります。

令和元年度決算監査意見において、公債の

償還の額が増加し、財政的に余裕があるとは

言い難いと指摘され心配しておりますが、こ

の事業についての展望、地方債償還に係る一

般財政への影響について町長の所見を伺いま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

令和元年度の決算監査意見において、公債

費の元利償還の額が増加し、財政的に余裕が

あるとは言い難いと指摘され心配しており、

この事業についての展望、地方債償還に係る

一般財政への影響についての所見を伺います

とのご質問でございますが。

ご質問にございますとおり、本事業は、国・

県の支援が充実しておりまして、町負担は大

幅に軽減されております。例えば、年収４０

０万円で２０人雇用した場合において、事業

費ベースでは８千万円となります。この場合、

事業者が２分の１の負担で４千万円、町負担

は４千万円となり、概算払い等を行う場合は

確かに大きな額が必要とはなります。

しかし、町負担は、国庫補助金が２千万円、

鳥取県補助金が１千万円、特別交付税につい

ても５００万円の措置をしていただけますの

で、差し引いたところの５００万円の負担と

なり、町財政に大きな影響を与える程ではな

いと考えておるところでございます。また、

５００万円の負担で２０名の方が町に居住等

していただけると考えれば、費用対効果も十

分ではないかというふうに思っているところ

でございます。

また、起債については活用する予定はなく、

地方債の償還に影響を与えるということはな

いというふうに思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

起債を活用されないということでひと安心

といいますか、ここのところが私が聞きたか

ったポイントでして、説明書にはあったかも

しれませんけども、ちょっと見逃しておりま



した。ということで、町財政への影響も最小

限に抑えられるというふうに思うんですけど

も、やっぱりこのコロナ禍の中で働くこと自

体が大変な状況の中で、町が取り組んでいる

こういう事業が成功しないと、やっぱり大き

な影響を及ぼしてくると思うんで、その辺の

ことを重々踏まえながら、町民や労働者の立

場に立った特定地域づくり事業になるよう望

むものです。

それでは、大きな２番目の質問に移ります。

若桜町介護保険事業及び関連事項についてで

あります。その１つ。平成２９年度に始まっ

た介護予防日常生活支援総合事業は今年で４

年近く経過しました。この事業の対象となる

のは、要支援１、要支援２の町民の方々で、

日常生活の改善・予防などに必要な介護サー

ビスを提供されているものと認識しています。

町が取り組んできたこの４年近くの事業の

効果とともに、反省点があれば併せて伺いま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

平成２９年度から始まった「介護予防・日

常生活支援総合事業」は、今年で４年近く経

過しました。町が取り組んできた事業の効果

と反省点があれば伺いますとのご質問でござ

いますが。

平成２７年の介護保険法の改正により、「介

護予防・日常生活支援総合事業」が導入され、

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に

向けまして、介護が必要な状態になっても住

み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

うに、地域の実情に応じた多様なサービスの

創出や支えあいの体制づくりの推進、要支援

者に効果的な支援を行うようになりました。

若桜町では、平成２９年度よりこの事業を

実施しておりますが、事業の効果といたしま

しては、要介護認定の申請を行わなくてもサ

ービスが利用できるため、訪問介護や通所介

護を２５項目の基本チェックのみの実施です

ぐに利用ができ、利用者に大変喜んでいただ

いております。このことから、まだお元気な

状態のときから早期に介護予防に取り組むこ

とができ、健康的な生活の維持につながって

おります。

サービス費につきましては、平成２８年度

までは月額の単価でしたが、回数単価も導入

したことで、利用した分だけの料金で済むこ

とになり、利用者の負担が軽減しております。

また、総合事業は町のニーズに応じて、町

独自にサービスを創出することができ、他町

と比較しましても介護予防事業は充実してい

ると思っておるところでございます。

中でも、昨年度から実施している「訪問型

短期集中予防サービス」ではリハビリで「自

信を持って歩けるようになった」とか、「姿勢

がよくなってきた」と喜びの声をいただくな

ど、事業の効果が出ているものもございます。

課題といたしましては、総合事業の利用者

が年々増えてきたため、介護予防計画を立案

する件数が増え、平成２８年３月は４６件だ

ったケアプラン作成数が、令和２年１１月サ

ービスの実績では７４件となっており、ケア

マネージャーの負担が大きくなっていること

が考えられます。

現在、ケアプランの８割は居宅介護支援事

業所に委託しておりますが、包括支援センタ

ーが委託のケアプランを書面上でチェックし

ております。負担増の中で、ケアマネージャ

ーが本当に質の高い支援を利用者に提供でき

ているのか、引き続き、利用者目線に立った

事業の実施に心がけるとともに、ケアマネー

ジャーの支援が適正に行われているのかを丁

寧にチェックをしていきたいと考えていると

ころでございます。

議長（川上守）



中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長も詳しく述べられたので、それを逐一

私が評価するということは差し控えたいと思

います。効果が上がっているということであ

ろうかと思うんですけど、ただ、この一般質

問で何度も申し上げて、私自身いいものかど

うなのかということで、いつも慎重にしなが

ら申し上げるんですけども、町の総合事業に

編入される前の要支援２の方々については、

鳥取の広域連合の審査で該当者が決められる

という、それは手続的には変わっていないと

思うんですけども、１、２の判定が簡易にな

ったということで、私もちょっと各年度の決

算資料説明の記録を自分なりに見させていた

だいたんですけども、要支援１、２について

は平成２８年までは４９.７件だったのが、そ

れ以降の年度については平均７０件ですか、

そんなようなことになっていて広がっている

というのを確認しました。

それで、私は広がって悪いという評価を与

えるのは誠におこがましいことではあります

けれども、むしろよいことだと思うんですけ

ど、従来のその広域連合での審査を経てとい

うこと、最初の審査にかけられるというとき

と比べて、簡易であるということについて心

配するのはきちんとした判定に基づく、その

方々にとっては利用する際に手厚い介護が施

していただけているのかという辺が懸念され

るところであります。こういう懸念はないと

いうのが町長のほうの答弁だったと思うんで

すけども、絶えずそういうところに気をつけ

ていただきながら事業を進めていただけたら

ということを思うものであります。

次に２番目であります。コロナ禍の現在、

介護保険事業も困難を極め、全国的にはショ

ートステイやデイサービスの利用者が減少し

ていると伝えられています。各事業所ではそ

れぞれ対応はされていると思いますが、若桜

町として利用者の方々の状況をどのように把

握され、これらの方々への指導・援助などを

どのようにされているのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

コロナ禍の現在、介護保険事業も困難を極

め、全国的にはショートステイ、デイサービ

スの利用者が減少していると伝えられており

ます。町として、利用者の状況把握や利用者

への指導・援助をどのようにされているのか

伺いますとのご質問でございますが。

利用者の利用状況全体の把握については、

国保連合会からの請求明細等により、事業

所・サービス種別ごとの状況、人数、回数、

給付費などを、確認をさせていただいており

ます。また、包括支援センターでは、ケアマ

ネージャーと日常的に連絡を取り、利用者の

状況把握に努めているとともに、必要に応じ

て支援のほうを行っているところでございま

す。

今年３月から９月までのサービス利用実績

を見ますと、本町では訪問介護、ショートス

テイが前年比で約４割減少している。さらに

デイサービスも前年比で約１割減少している

ものの、小規模な地域密着型デイサービスは

前年を約２割上回っており、事業所により異

なっている状況が見えます。

全体的には、７月利用分の給付費が前年の

８割弱になっているものの、サービス利用に

係る給付費合計は前年とほぼ同程度となって

おります。また、町内の介護保険事業所や医

療機関等が一堂に会して情報、課題の共有を

行います「事業者ネットわかさ」において、

県外の親族との往来があったため、デイサー

ビスの利用を自粛されている方の把握や、新

型コロナウイルスの影響により、介護サービ

スが受けられなくなる事態を想定し、特に支



援の必要な方が、代替サービスが受けられる

よう調整するなど、関係機関と連携して取り

組んでおります。

４月には、自宅に閉じこもりがちとなった

高齢者に向けまして、ＩＰ告知端末を利用し

て「お家でできるストレッチ体操」と題した

動画を掲載し、その活用を呼びかけるととも

に、ケアマネージャーにも利用者への啓発を

お願いしております。

このほか、県による新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援補助金において、在宅サー

ビス事業所による利用者への再開支援事業が

行われておりますが、町としましても、県補

助の対象外であります「介護予防生活支援サ

ービス」の通所事業休止または利用自粛中の

利用者に対して、健康状態等の確認や心身の

健康の維持を図る事業所の取組を支援する経

費をこのたび補正予算として計上させていた

だいております。

事業休止・利用自粛中においても利用者へ

の支援が行われるよう、これからも事業所と

連携して取り組んでまいりたいと考えており

ます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

詳しい説明がありまして、私も理解したと

ころであります。町長の方からも答弁ありま

したけども、ショートステイやデイサービス

の利用者が減っておるということで、それら

の方々の身体機能の低下が心配だということ

であります。それで、そういうことに対して、

事業者ネットなどを通じて、各事業所との連

携を図りながら取組をされているということ

がよく分かりました。

私の家でも亡くなった母が非常にお世話に

なりましたし、現在、妻も訪問リハビリを受

けているような状況でして、そういう意味で、

本当に若桜の中での介護保険事業のレベルを

さらに向上させていただくことを望むもので

あります。

３番目の質問です。厚労省は以前から要介

護１、要介護２の方々の総合事業への移行を

目指し推進してきましたが、昨年度は見送ら

れました。しかし、現在、省令の改正により、

要介護１から５の方々全てを本人の同意と自

治体の判断を前提に総合事業の対象とするこ

とのできる制度の改変を進めています。

若桜町はこの省令改正に対し、本町の実情

に照らし、町への影響があるのか、あるとし

たらどのように考えておられるのか、町長の

所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

厚労省が要介護１から５の方々を、総合事

業の対象とすることのできる制度の改変を進

めていることについて、町への影響があるの

か、あるとしたらどのように考えるのか伺い

ますとのご質問でございますが。

現在、総合事業の対象者が要支援者等に限

定されており、要介護認定を受けるとそれま

で受けていた介護予防、生活支援事業のサー

ビスが利用できなくなりますが、中尾議員の

ご質問にありましたとおり、令和３年４月１

日施行の改正省令が１０月２２日付けで公布

されまして、本人の希望と市町村の判断によ

り、対象者の弾力化が可能となります。

現状では総合事業の対象者が限定されてい

るため、要介護者でも総合事業により自立支

援が促せるケースがあるにもかかわらず、一

体的な支援が途切れてしまったり、利用し慣

れたサービスが利用できなくなったりしてい

ったところでございますが、この改正により

まして、本人が希望する場合は総合事業を継

続して利用できるようになるため、利用者の



選択肢が広がるとともに、一体的な支援につ

ながることができるようになります。

本町の昨年度の状況を見ますと、要介護認

定を受けたために総合事業サービスが継続し

て利用できなくなった方が７名おられました。

また、要介護認定されれば総合事業が利用で

きなくなるため、要介護認定申請をためらわ

れる方もいらっしゃいました。

この対象者の弾力化は、市町村の判断によ

り実施可能とされておりますが、本町におい

ても、総合事業のサービスを利用されていた

方が要介護認定を受けられた場合は引き続き

総合事業を利用することができるよう、来年

度から見直しのほうを行いたいというふうに

考えております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

１０月１日から省令が施行されているとい

うのは、決められて来年度から実施されると

いうのはちょっと調べておりませんでした。

それで、この質問を考えたのは端的に言う

と、要介護の方については、やっぱり要支援

と違って手厚いフォローといいますか、介護

がされなければならないような方々へのサー

ビスというふうに理解しておりまして、それ

が全て要支援のほうに回り、町のほうの総合

事業へ移行されると、その方々に対するサー

ビスはもとよりですけども、その中身として

の体の機能が低下したり、悪くすれば入院と

かというようなことにならんような取組は必

要だというふうに思ったものですから質問さ

せていただきました。

それで、要介護になっても若桜の総合事業

を利用できるというようにしたいという町長

の答弁なんですが、ご本人方の気持ちとして

は、要介護になると利用料も上がったりとい

うようなことがあるんじゃないかなと自分な

りに思います。

それは利用料の問題、あるいは介護保険制

度の内容にも関わる問題だというふうに思っ

ておりまして、やっぱりどんどん、どんどん

保険料も上がり、それこそ身体機能に影響の

ない方は利用もないというような介護保険制

度、こんなやっぱり問題点に起因するんじゃ

ないかと、国庫負担も 45％から 35％に引き下

がっておりますし、そういう根本の問題はや

っぱり絶えず町のほうとしても国のほうに働

きかけされるなど、省令が決まったからとい

うことでない、町の配慮が望ましいと思うん

ですが、町長のご所見をお願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

中尾議員のご質問の利用料につきましても、

やはり利用される方の負担増にあまりならな

いようにという部分について、まだちょっと

協議をしていませんので、ぜひこれは協議の

ほうをしていき、あまり負担増にならないこ

とを考えていきたいというふうに思いますし、

介護保険につきましても、やはり国の負担が

減ってきておりまして、町の負担であったり、

利用者の負担が、保険料の、４０歳以上の方

の負担がやっぱり増えていくという部分がご

ざいますので、これについては、やはり国の

ほうにぜひ県を通して申し上げの方していき

たいというふうに思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

よろしくお願いします。この質問の最後で

あります。６月９日の朝日新聞で、社会福祉

法人 中央会が運営していた「介護老人保健施

設 かわはら」の介護報酬の過誤受給に対する



４市町への返還について、２０２０年７月か

ら約４年間で分割返納することが、法人と自

治体間で取り交わされたと報道されました。

この件に関して、その翌日、議会は執行部

からの説明を受けました。しかしながら、そ

の後、当該法人は事実上倒産したと伝えられ

ています。今後、他市町も同様ですが、若桜

町分過誤請求返還額約６４０万円の回収を含

め、今後どのように対応されるのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

社会福祉法人 中央会の、介護報酬の過誤受

給に対する４市町への返還について、過誤請

求返還額の回収を含め、今後どのように対応

されるか伺いますとのご質問でございますが。

議員の皆様には、常任委員会において状況

を説明させていただいておりますが、「介護老

人保健福祉施設 かわはら」を運営しておりま

した社会福祉法人 中央会は、平成３１年４月

に鳥取市が実施した監査において、人員基準

違反等に伴う鳥取市、八頭町、智頭町、若桜

町への過誤調整が勧告されました。

昨年１０月に、中央会から１市３町へ分割

による過誤調整すべき介護報酬の返済申し出

があり、今年７月からの分割納付が予定され

ておりましたが、直前の６月に、施設運営事

業を「社会福祉法人 徳和会」へ移管されてお

ります。その後、中央会は８月 7 日付けで鳥

取地方裁判所へ破産手続きを申請し、鳥取地

方裁判所が破産手続きを開始しております。

町では、介護報酬返還金約６４０万円の破

産債権の届出を鳥取地方裁判所に行い、１０

月に第１回債権者集会が開催され、破産手続

き開始に至った事情、届出破産債権額及び確

定債権額、今後の方針等が報告されました。

来年１月開催予定の第２回債権者集会では、

返還金の配当手続きに入る予定でございます

が、全額返還の見込みはなく、一部の回収に

留まる見込みとなっております。

このたびの過誤請求返還額は、故意に不正

請求を行ったというような悪質性はないため、

役員に法的責任はなく、賠償請求もできない

ため、返還額の残余額については、若桜町債

権管理条例に基づき、処理をしていくことを

予定しております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

その最後のほうの町長の答弁、正確に受け

止めたかどうだかわかりませんけども、故意

にそういう、朝日新聞によると、毎日の医者

の数が足らなかったとかそういうことはなか

ったから、それに対する過失責任というんで

すか、そういうものは問われないようなふう

に受け止めました。

誠に遺憾なことであるというふうに思いま

して、このことを常任委員会で説明を受けた

ときも、非常にすっきりしない思いに自分自

身も駆られまして、我々の組織の関係での話

ですけども、話をする機会がありました。

何かやっぱり１市３町というんだけども、

住所地である鳥取市はどうしたんだいやとい

う気持ちが多分にあったもんですから、この

たびの質問に至ったそういう思いがあったか

らであります。

この法人化に限らず、鳥取市には、所掌す

るこういう施設に対する定期的な監査が義務

づけられているというふうに認識しておりま

して、私の側聞するところによると、法人へ

の定期的な監査が不十分であったというよう

なことも耳にしました。

鳥取市長は６月５日定例記者会見で、返済

契約の履行については現実に厳しいと述べら

れたというふうに新聞は伝えているんですけ

ども、この問題が発覚して以降、１市３町の



会合なりそういうものがあって、担当者会議

かも分かりませんけども、そういう席ではそ

ういう監査などの不十分についての反省の話

があったかどうだかという、これを問うとい

うのは妥当かどうだかというのはよく分かり

ませんけども、その辺のことがもし分かりま

したらお聞きしたいと思います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

中尾議員のご質問についてでございますけ

ども、ここにもありますけども、説明させて

いただきましたけど、債権者集会があったり、

各市町の担当者、担当課長等集まった会は開

かれまして、その際、説明のほうを受けさせ

ていただいておりますが、その不十分さがあ

ったかどうかという発言については、ちょっ

とお聞きしておりません。ただ、やはりこう

いうことがないように、今後やはり監査の充

実というものについては、していただけるよ

うにお話のほうはさせていただきたいと思い

ます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

先ほど言いました質問を、町長のほうにお

話していただくのは見当違いかも分からなか

ったんですけど、釈然としない部分があった

もんですから、質問をさせていただきました。

以上で、私の質問を終わらせていただきま

す。

議長（川上守）

続いて一般質問を許します。３番、山根政

彦議員。

議員（山根政彦）

みなさんおはようございます。３番、山根

政彦でございます。本日傍聴においでの皆様、

インターネット中継でご視聴の皆様、ありが

とうございます。

はじめに、このたびの新型コロナウイルス

感染症により罹患された皆様に、心よりお見

舞い申し上げます。また、医療の最前線で新

型コロナウイルス感染症に立ち向かう医師や

看護師をはじめとする、医療従事者の皆様に

は、心より感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルスに大きな影響を

受けている観光業界でありますが、いよいよ

町の観光の中心でもあります、氷ノ山スキー

場のウインターシーズンが今週の土曜日、１

９日に始まります。

先週まで積雪を心配しておりましたが、今

週に入り冬型が一気に強まり、ゲレンデは銀

世界になり、最高のオープンを迎えることが

でき、また、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策を取り、「安心観光・飲食エリア」と

して安心してご来場いただける体制を整え、

多くのお客様に喜んでいただけるものと期待

しているところでございます。

観光業界も先シーズン暖冬による雪不足に

始まり、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、大きなダメージを受けておりますが、

これらの影響は観光業界に限ったものではな

いと思います。このところ観光業界ばっかり

にスポットライトが当たり、注目を集めてい

ますが、そのほかの林業・農業そして福祉関

係など、ほとんどの産業に大小関わらず影響

が出ていると感じております。

その中でも本日は、福祉関係を中心にスポ

ットライトを当てて質問をしていきたいとい

うふうに思っております。

それでは、通告しております質問を順次さ

せていただきます。まず、福祉関係の中心で

もあります社会福祉協議会について、お尋ね

いたします。



本年１０月８日、総務産業教育民生常任委

員会は、社会福祉協議会会長をお招きし、社

会福祉協議会の運営や事業について、意見交

換を行いました。その中で、若ざくらふれあ

い作業所の受託作業や製品販売が、コロナウ

イルス感染症の影響により、減収になってい

るとの報告がありました。これらは利用者へ

の工賃に反映される部分で、利用者にとって

は影響が大きいと考えております。支援等に

ついてお考えはないのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

新型コロナウイルス感染症の影響による、

若ざくらふれあい作業所の受託作業や製品販

売の減収は、作業所利用者の工賃への影響が

大きいと考えるが、利用者への支援等につい

て所見を伺いますとのご質問でございますが。

若ざくらふれあい作業所は、一般就労が難

しい障がい者に対し、福祉的就労を提供する

「就労継続支援Ｂ型」の事業を行う事業所で

ございます。現在、定員１５名に対し１３名

の利用があり、町内事業所からの受託作業や、

布製品の製作・販売、生芋こんにゃくの生産・

販売などを手掛けられておられます。

また、イベントへの出店も積極的にされて

おられ、昨年度は若桜町内ほか、八頭町、鳥

取市など１５か所のイベントへ出店されてお

られます。

昨年度の就労支援事業収入は約４４６万円

で、利用者一人当たりの平均工賃は、１か月

２５,３５４円であったとのことでございま

す。今年度は、新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、昨年度月比 10％前後の事業収入

の減収が続いております。

受託作業については、受託先事業所の稼働

日数の減少や一時的な休業に伴い、電気部品

の仕分けや組み立てなどの受注が減少したこ

とから、感染拡大予防のためのマスク製品の

製作や、防護服のたたみ・糸切作業を積極的

に受注されたようですが、前年度と同等の収

益を上げるには至っておられません。

また、製品販売についても、出品を予定し

ていた１２月末までのイベントは全て中止と

なり、減収を余儀なくされておられます。今

後３月末までに予定されているイベントにつ

いても、新型コロナ収束の見通しが立たず、

開催が危ぶまれており、収益を見込めない状

況となっております。

このような状況から、今年度事業収入の大

幅な減収が予想されるだけでなく、利用者の

工賃へは既に影響を及ぼしており、１０月末

までの平均工賃は約１７,０００円と昨年度

比約 30％の減少となっております。

町としましては、新型コロナウイルスに係

る支援として、作業所に対しまして、事業収

入減収分を補助金として交付するよう予定し

ており、このたびの補正予算に計上させてい

ただいております。これは、作業所へ交付す

るものでありますが、利用者の工賃への補填

を含めて活用していただければと考えており

ます。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

このたびの補正予算で支援を行うというよ

うになって、大変うれしく思っているところ

でございます。

就労継続支援事業所への補助金は、町内で

事業を実施している事業所に対しての補助金

ですよね。それで、町外の就労継続支援事業

所に通っておられる人は、対象外になると思

いますけど、その辺、その方々についてどの

ようにお考えかお尋ねします。

議長（川上守）



答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今回の補助金につきましては、町内の事業

所への補助でございまして、町外に勤務され

ておられる方については、各市町のほうでの

対応がされるのではないかというふうに思っ

ております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

町外の事業所に就労されている方にも、や

はりきめ細やかな支援を考えていく必要があ

るのかなというふうに思いますのでよろしく

お願いいたします。

次の質問に移ります。社会福祉協議会介護

保険事業の９月末までの状況を、１０月８日

の意見交換会において、介護保険事業全体で、

前年と比較して約 15％の減収となっている

との説明を受けました。

コロナウイルス感染症が原因で、全てが減

少につながっているとは思いませんが、少な

からずとも影響があったと推測されます。

商工事業者は、持続化給付金などの支援を

受けていますが、社会福祉法人は対象外とな

ります。町としての独自の支援策が必要と思

いますが、所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

社会福祉協議会の介護保険事業の状況は、

前年度と比較して減収となっており、町独自

の支援策が必要と思うが、所見を伺いますと

のご質問でございますが。

町全体の３月から９月サービス利用分の介

護給付実績を見ますと、給付費合計では前年

度とほぼ同程度となっておりますが、訪問介

護、ショートステイについては前年比で約４

割減少しており、新型コロナウイルスの影響

もあると思われております。

新型コロナウイルスに係る支援といたしま

しては、新型コロナウイルスの影響により一

部休止となった介護予防・生活支援サービス

の通所事業休止に伴う利用再開支援を行う事

業所の取組を支援する補助事業も、このたび

の補正予算として計上しております。これは、

利用者支援だけでなく、休止により委託料が

減額となる事業所支援も目的としております。

また、鳥取県新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援事業に上乗せして、新型コロナウ

イルス感染症対策に係る衛生用品の購入等の

経費を、県補助単価と同額を上限として支援

する町補助事業も、このたびの補正予算とし

て計上しており、社会福祉協議会のみならず、

町内介護サービス事業所への支援を行うこと

としているところでございます。

また、県では来年度の新規事業として、中

山間地域の訪問介護事業所の運営費に対して、

市町村が支援した額の２分の１を補助する

「訪問介護サービス支援事業」が予定されて

おり、町としましても支援について前向きに

検討していきたいというふうに考えていると

ころでございます。

利用者に必要な介護サービスが、安定的に

提供されるよう町として支援を行うとともに、

社会福祉協議会のみならず、事業所の皆様に

は感染対策を行った上で、利用者の求める質

の高いサービスを提供していただき、持続可

能な介護保険事業を確保していただきたいと

いうふうに思っているところでございます。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

こちらのほうも国の支援の下、補正予算が



組まれ支援が行われるということですので、

大変うれしく思っておりますが、金銭的な支

援に限らずに、例えばマスク、消毒液、防護

服や空気清浄機など、そのほかにも人的支援

などが考えられますけど、これらの支援は考

えられているのか、また、もう既に行ってお

られるのかお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

山根議員のご質問ですけども、先ほど申し

ましたように、県の新型コロナウイルス感染

症緊急包括支援事業というのがございまして、

それを活用して、そういう整備をやっていく

ということになっておりますが、やはりそれ

ではどうしても不足の部分が出てまいります

ので、その部分については、県と同額の補助

を町単独で考えてやっていきたいというふう

に思っております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

金銭的な支援ということで終わりじゃなく

て、いろいろな面での支援が必要だというふ

うに思います。常に社会福祉協議会と町とが

しっかり連携を取りながらやっていただくこ

とが、町民の福祉の充実にもつながっていく

と思いますのでよろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。社会福祉協議会との

意見交換の中で、介護保険事業の令和元年度

決算について説明を受けました。その中でも、

近年、訪問介護事業の低迷が深刻で、県内の

社会福祉協議会においても、訪問介護事業の

在り方は重要課題となっているようです。

このままでは、訪問介護事業の規模縮小等

の状況に陥ることが予想されますが、一方、

地域で福祉を担っている役割を考えれば、サ

ービスの低下は防がなくてはならないという

ふうに思います。町の福祉行政はどのように

考えられているのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

近年、訪問介護事業の低迷が深刻化し、訪

問介護事業の在り方は重要課題となっている

ようだが、町の福祉行政はどのように考えて

いるのか伺いますとのご質問でございますが。

若桜町社会福祉協議会の訪問介護の実績を

見ますと、年間の実利用者数では平成２７年

度が５４名でしたが、令和元年度は６７名に

増えております。

また、訪問介護のサービス別利用件数は、

報酬単価の高い身体介護は、平成２７年度は

４,２００件ございましたが、令和元年度は２,

６００件と４割減となり、報酬単価の低い生

活援助は１５０件だったものが６５０件と４

倍に増えております。

さらに収入額を見ますと、平成２７年度は

１,８００万円でしたが、令和元年度は１,３

００万円となり３割減というふうになってお

ります。原因として考えられるのは、国が平

成２７年度に行った報酬改正によるところが

大きく、効率的なサービスの提供体制の構築

といった考え方に基づき、基本報酬を 2.27％

引き下げたことが大きく減収を引き起こして

いると考えられます。

その後、国は平成３０年度に 0.54％引き上

げましたが、収入減が戻るまでには至ってお

りません。また、全体の実利用者数は増えて

きているものの、報酬単価の高い身体介護が

減り、報酬単価の低い生活援助が増えており、

その要因といたしましては、生活援助の利用

者は主に独居の方で、調理や掃除が困難とな

った軽度の方が多く、身体介護の利用者は排



泄介助が必要な重度の方が利用されておられ

ること、さらに最近は、老老介護をしていた

方が独居になった場合、または認知症が悪化

した場合は、今まで在宅生活をしていた方が

施設に入所するケースが増えきていることな

どが考えられます。

実際に入所件数を見ますと、平成２７年度

に８７人だった入居者は、令和元年度には１

０１名と１４名も増えております。

以上のことから、訪問介護事業の低迷の原

因は、報酬単価が減額改正されたこと、報酬

単価の高い身体介護のニーズが減り、低い生

活援助が増えてきたこと、独居高齢者が増え、

重度化すると施設への入所になることなどが

主な要因ではないかというふうに考えている

ところでございます。

県も訪問介護の低迷を重く受け止め、令和

３年度の新規事業として、中山間地域におい

ての事業存続が困難となっている訪問介護事

業所の運営費に対して、市町村が運営費を支

援した額の２分の１を補助する「訪問介護サ

ービス支援事業」を考えられておられます。

ご存じのように、介護保険制度は利用者の

自立を目的としており、サービスは利用者の

自立を支えるためにあり、また、介護が必要

な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続

けることができるようにしていくことが重要

でございます。そのためにも、事業所が質の

高いサービスを安定的に提供することができ

るよう、関係機関とも協力しながら町民の求

める訪問介護サービスの確保に努めてまいり

たいというふうに考えております。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

今、町長の説明にもあったように、訪問介

護事業が低迷で深刻なのは、報酬単価の高い

身体介護を希望される利用者は減少して、報

酬単価の安い生活支援を希望される利用者が

増えているので、現状でサービスを提供する

経費は変わらないので、収益が減り経営を圧

迫しているというふうにもお聞きしました。

この事業は、現在町内では社会福祉協議会

のみが実施しております。将来の支援体制や

事業の継続に向けた取組が必要ではないかと

いうふうにも思います。

仮に、社会福祉協議会が事業を廃止した場

合、若桜町には訪問介護事業はなくなるのか。

それとも若桜町が直営で運営するのかなど、

どのようにお考えをお持ちかお尋ねいたしま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

この訪問介護事業につきましては、やはり

町民の皆さんが必要だというふうに思われる

事業だというふうに認識しております。やは

り町営で、例えば社協がやめられた場合に町

営でやるのか、どういう方法でやるのかとい

うものについても、やはりそれは民間導入と

いうものも含めまして、その検討が必要でご

ざいます。

今のところはそういうこともまず考えてお

りませんで、ぜひ継続できるような方法で、

また協議をさせていただきたいというふうに

思います。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

このような状況は、今に始まったことじゃ

なくて、数年前から見られたことであります

し、若桜町の今後の福祉行政にとっては、と

ても重要なことだというふうに思います。

移住定住などの交流人口を増やすことも大



切でございますが、それ以上に若桜町で生活

している住民のことを大切にする施策をすべ

きと考えますが、再度所見をお伺いいたしま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

やはりこの社会福祉事業というのは、とて

も町民にとって、特に若桜町高齢者化率が高

い町にとって大切な事業でございますし、こ

の訪問介護についても、やはりしっかり町と

事業所が話をしながら、確保していくという

ことは約束させていただきたいというふうに

思います。はい。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

通所介護保険事業においても、本年度は減

収が見られ、利用者の実数は増えていますが、

利用回数は減少しております。介護保険の制

度上デイサービスを利用するには個人的負担

が必要というふうになるため、どうしても年

金等の収入が少ない人は利用を控えられます。

通いたいがお金がかかるので我慢するとい

う人もおられます。これは常任委員会のほう

でも、委員さんのほうから意見が出ておりま

したが、週の１回分は個人負担を支援すると

か、高齢者の町ならではの施策も考えるべき

ではないかというふうに思いますが、町長の

お考えをお聞かせくだい。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

デイサービス等をご利用いただきましたら、

当然サービスの利用者の負担というのは必要

になります。今回もちょうど、今日の新聞に

載っておりましたけど、介護報酬が 0.7％引

き上げられるというのがほぼ決定いたしまし

た。それに伴いまして、サービス利用者の自

己負担であったり、保険料ですね、そういう

ものが、これに上乗せされていくというよう

な流れもできてきております。

それで、言われるように、やはり個人負担

が増えれば増えるほど、利用っていうのは減

っていくという流れはございます。今現在、

若桜町ではその支援はやっておりません。

それで、それについては、ぜひ今後、検討

させていただきたい。皆さんにもまたご相談

させていただきたいというふうに思いますの

でよろしくお願いいたします。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

私も町議会に出て、はや７年を終えようと

しております。何度も一般質問をこれまでし

てきましたけど、福祉関係の質問をするのは、

この７年で初めてです。

議会に出るとき、初めてこの政治の世界に

入るとき、ある人から言われた一言が心に残

っております。政治は誰のためにあるのかと。

政治家は誰のために働くのかと。常に弱い人

のために政治があって、政治家は弱い人を見

て働くという言葉が、今の自分の政治家とし

ての原点になっています。私も、もともと高

齢者福祉にも目を向け、福祉行政の充実を図

るべきというふうに思っております。

福祉関係最後の質問に移ります。本年度地

域福祉センターは、空調施設や浴室の増工工

事を施工していますが、通所介護事業を行っ

ているデイルームの床や壁が、建築から約３

０年経過し、かなり汚れが目立ち、改修した

ほうがより利用者の増加につながるというふ



うに思います。また、そのほかの作業所のス

ペースも狭く、部屋の増設等、来年度以降も

計画的に改修してはというふうに思いますが、

所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

本年度、地域福祉センターでは空調設備や

浴室の増設工事を施工しておりますが、来年

度以降も計画的な改修をしてはどうか、所見

を伺いますとのご質問でございますが。

若桜町地域福祉センターは、地域福祉の拠

点施設として町民の皆様に利用されておりま

すが、平成４年に竣工して２８年が経過し、

至るところに経年劣化が見られる状況でござ

います。

また、時代ともにさま変わりする地域福祉

サービス形態、業務も多岐にわたり、現在行

っている事業以外に、災害時には福祉避難所

として町民の生命を守る施設でもございます。

このような現状を踏まえまして、町としま

しても、施設の管理・運営をお願いしており

ます社会福祉協議会に、利用者の利便性を高

めるための経営改善の計画を、以前から作成

をお願いしておったり、どこをどのように改

修すべきか、優先順位をつけ、計画的な改修

に取り組んでいけるように進めていきたいと

いうふうに思っております。

本年度は、空調設備の改修工事、浴室の新

設工事、それと、追工といたしまして、事務

所の床の改修ですとか、ＬＥＤの設置などを

予定しておるところでございまして、やはり

利用者の皆さんにとって、優しく使い勝手の

よい施設となるよう、これからも環境整備に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

先ほども申しましたけど、建設から約３０

年経過して、老朽化が進んどります。一度に

大きな改修となると財政的にも無理が生じて

きますので、指定管理先である社会福祉協議

会としっかり連携を取りながら、計画的な修

繕ができるように進めていただきたいという

ふうに思います。

続いて、職員派遣についてお尋ねします。

平成３１年に「若桜町公益的法人等への職員

の派遣等に関する条例」が施行されました。

若桜町社会福祉協議会、若桜町商工会、八

頭中央森林組合は、第２条第１項第２号の特

別の法律で設立された法人に該当しますが、

若桜町観光開発事業団は、同条第１項第１号

にある町が出資した法人であり、他の事業所

とは違います。令和元年度の決算は赤字、今

年度も新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、経営が悪化している状況が予想される中、

職員の派遣をし、抜本的な改革をするお考え

はないのかお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

昨年度の赤字決算、新型コロナウイルス感

染症の影響により経営悪化が予想される中、

若桜町観光開発事業団に職員を派遣し、抜本

的な改革をする考えはないか伺いますとのご

質問でございますが。

若桜町公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例は、「公益的法人等の業務の円滑な実

施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生

活の向上等に関する地方公共団体の施策の推

進を図り、もって公共の福祉の増進に資する」

ことを目的とする、「公益的法人等への一般職

の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づ



き、本町においても、職員の派遣を可能とす

る制度を整備するため、昨年度施行したもの

でございます。この制度により、現在、社会

福祉協議会に１名の職員を派遣しているとこ

ろでございます。

さて、ご質問の若桜町観光開発事業団への

職員派遣についてでございますが、山根議員

ご指摘の令和元年度決算が赤字であった原因

につきましては、記録的な雪不足によるスキ

ー場の運営収入の大幅な減によるものであり、

当該法人の責だけによるものではないという

ふうに思っております。

また、新型コロナウイルス感染症の影響に

つきましては、緊急事態宣言発令中の営業自

粛及び都道府県を越えた移動の自粛要請など

により、事業収入は大幅な減収となっており

ますが、雇用調整交付金や持続化給付金など、

当該感染症に対する経済対策等を活用し、本

年度上半期決算としては黒字であるとの報告

を受けており、コロナ禍の中で、ＧｏＧｏバ

ーベキューなどにも取り組んでいただきなが

ら、頑張っていただいているというふうに思

っておるところでございます。

このような状況の中、また、当該法人から

要請がない現時点において、職員の派遣につ

いては全くの白紙状態でございまして、今後、

またそういうようなお話があれば検討はして

みたいというふうに思っておるところでござ

います。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

今のところ数字的には順調だというような

ことですけど、国の補助金をもらいながら黒

字にしていく。それも１つの方法だというふ

うには思いますけど、商売としてどうなのか

な、というような部分もあります。経営の、

このたびの質問でも抜本的な改革というよう

な言葉を使わせていただきましたけど、そこ

ら辺はどうなのかなというような疑問は残り

ます。

現在は、派遣要請は黒字ですから、いいか

なというふうに思いますけど、派遣の要請が

あった場合には派遣をされるのか。また、条

例ではできるとの規定ですので、必ずしも派

遣されるとは限りませんけど、派遣される場

合には何か基準を設けておられるのか併せて

お尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

派遣についてでございますけども、やはり

観光開発事業団、特別な業務でございます。

それで、専門的知識が必要なのか否か。その

派遣を要望される内容についても検討しなが

ら職員を選考していく。または、職員でなけ

れば職員外からでも専門的知識のある方を招

集するというような選択肢もあるというふう

に思っておるところでございます。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

事業団はスキー場とか、ホテル業。今、町

長が言われたように、専門的な知識がない役

場職員を派遣してどうなのかというようなこ

とも疑問としては残ります。

ある程度はそういうような基準といいます

か、そういうものを町長として考えながら派

遣を行っていくということでよろしいかとい

うふうには思いますけど、役場の業務も多様

化に伴って、多忙であるというふうに思われ

ます。

そもそも、派遣するほど職員の数に余裕が

あるのかというようなこと、職員の新規採用



計画や行財政改革とも関連すると思いますけ

ど、どのように検討されているのかお尋ねい

たします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

職員採用、少ない中での派遣等とのご質問

でございますけど、そこら辺の人事について

は、内部でしっかり検討して対応していきた

いと思います。

議長（川上守）

山根政彦議員。

議員（山根政彦）

職員の派遣に関しては、今、質問したよう

に職員の採用計画や行財政改革とも関連する

ことですから、しっかりそこらのことを考え

ながら進めていっていただきたいなというふ

うに思います。

このたびの福祉関係にスポットライトを当

てて、質問をさせていただきました。まだま

だ新型コロナウイルス感染症の収束は残念な

がら先が見えない状況でございます。

途中にも申し上げましたが、町長には常に

町全体を把握していただき、弱いところに目

を向け、町のかじ取りを行っていただきたい

というふうに思います。以上で質問を終わり

ます。

議長（川上守）

暫時休憩します。

１１時より再開をいたします。

   午前１０時４８分  休 憩

   午前１１時００分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き会議を再開します。

一般質問を許します。６番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

傍聴席にお越しの皆さん、また、インター

ネット中継でご視聴の皆さんこんにちは。６

番、前住孝行です。先日の１３日、若桜町卓

球大会が盛大に行われました。数年前から元

卓球部の妻と出たいなと話していたところ、

大会運営をされている方と話す機会があり、

１枠空けとくけえ、出んさい、出んさいと言

ってくださりました。他にも出たそうなメン

バーがいましたのでチームをつくり、出場さ

せていただきました。

その大会までにも卓友会さんを中心に４週

連続で卓球教室を開催しておられ、たくさん

の方が卓球で汗をかいておられました。大会

では団体戦１０チーム、小学生は個人戦もあ

り、大変にぎやかな大会でした。台や球を消

毒したり、マスク着用のまま試合をしたりと、

感染防止対策も十分に行っての開催で、安心

して、楽しく参加させていただきました。

こうして小学生から多世代で組織的にされ

ているスポーツの良い例を見させていただき

ました。スポーツを通して健康や体力をつけ

ることはもちろん、人間関係、仕事の話や地

域の話など、地域コミュニティーの役割も担

うことができることのすばらしさを実感いた

しました。

ほかの種目でも同様なことが言えると思い

ますので、大切にしていきたいなというふう

に思います。

それでは、通告させていただいています３

つの項目について順に質問させていただきま

す。

まずは医療・介護支援についてです。コロ

ナウイルス感染症の第三波がなかなか収まり

ません。本町での発生がないことが幸いです

が、いつ入ってきてもおかしくない状況です。



本年６月定例会の一般質問で、各分野での

新型コロナウイルスの影響について情報交換

をお願いしたところですが、町内の医療機関

や介護施設、福祉施設との意見交換はされま

したか。また、そこで出た課題をどのように

捉えられていますかお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

６月の質問以降、新型コロナウイルスの影

響について、町内の医療施設や介護施設、福

祉施設と情報交換を実施したか、また、その

課題をどのように捉えているのかというご質

問でございますが。

はじめに、６月以前の取組から説明させて

いただきます。まず、２月１７日に、包括支

援センターが行う「事業者ネットわかさ」に

おいて、各介護保険事業所の利用者に対する

感染対策の対応状況やマスク、消毒液の在庫

などについての聞き取りをさせていただいて

おります。

その後、４月７日と１３日に感染対策関係

者会議を実施し、今後、感染者が発生した場

合の対応について意見交換を行うとともに、

利用者が２週間程度自宅待機となった場合を

想定し、生活が困難になる方をリストアップ、

コロナ感染の影響がない時期から早めに短期

入所の利用をしていただくことを検討するな

ど、個々の利用者ごとに細かく検討させてい

ただいております。

各事業所との協議を踏まえまして、町とし

ては各事業所に対して感染対策のさらなる徹

底と強化、サービスが可能な限り提供される

よう、書面でお願いするとともに、関係機関

と連携を図りながら情報収集や情報提供に努

めてまいりました。

特に連休中は、県外の方の往来の可能性が

高いことから、連休の１週間前に事業所を訪

問し、利用者の方の情報収集を行っておりま

す。その後、６月２３日に各事業所や医療機

関を巡回して、サービスの利用や受診につい

て、コロナウイルスの影響はないか、また、

マスクや消毒液などの消耗品はあるか、コロ

ナの感染対策はどのようにされているのかを

聞き取りし、再度、１０月１３日にも同様に

事業所を巡回して聞き取りと意見交換を行っ

ております。

その上で出てきた課題といたしましては、

介護保険施設では、緊急事態宣言後５月から

６月にかけて、介護予防事業を中止したこと

による収入の減少や、県外の家族の往来によ

る、通所介護を自粛された方が数名あること

で、事業者の収入の減少があったこと、また、

医療機関においては、内服薬の長期投与を希

望されたり、受診を先延ばしにされている方

もあり、医療機関の収入の減少があることや、

マスクや消毒液、体温計、アクリル板や空気

洗浄機の購入などで、経費がかさんでいるこ

となどがございました。

これらの課題を踏まえまして、県の実施す

る「介護サービス事業所・施設等における感

染症対策支援事業」や「従事者慰労金給付事

業」などの紹介や、代替サービスの情報提供

はもとより、このたびの１２月補正により、

介護予防教室を実施する事業所に対して、健

康状態、生活ぶりの確認や利用再支援等の取

組を支援する補助事業を計上させていただい

ております。

今後も感染対策を徹底しながら、サービス

が可能な限り提供していただけるよう、事業

所と連携を取りながら進めてまいりたいとい

うふうに考えております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

結構綿密にお願いされたり、意見交換なり



されて、関係者会議とかそれぞれ関係してい

ただきたいなというふうに思います。私自身

も補正予算で医療関係薬局等、感染防止対策

支援、感染拡大防止支援っていうのの、医療

の予算化も上げられていますし、個人的にも

かかりつけ医の先生に、インフルエンザの予

防接種の状況等をお尋ねしたところ、結構、

接種率が高いというふうに言っておられて、

その辺はやっぱりちゃんと連携が取れている

からこそ、執行部も大変だろうなというふう

に実感さしていただいているところです。

では、次の質問に移らせていただきます。

１０月８日の総務産業教育民生常任委員会で、

若桜町の社会福祉協議会との意見交換会を行

いました。そこでも町との意見交換をされて

いるかっていうふうに尋ねさせていただいた

んですけど、数回行っているというふうに聞

いていて安心していたところです。

議会との意見交換の中では、先ほどの山根

議員のところでもありましたが、報酬単価の

高い訪問介護の身体介護は減っていて、生活

援助の利用者が増加しているということ。ま

た、利用者の居住地によってかかる時間や燃

料費も増えていることなどの説明がありまし

た。

各事業所の運営が難しくなってきている状

況があります。各事業所の負担軽減のために

移動に係る燃料費などの支援をすべきだと思

いますが、所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

訪問介護の生活支援の利用者が増加してい

ることに伴い、利用者の居住地によってかか

る時間や燃料も増えることについて、燃料費

などの支援をすべきだと思いますが所見を伺

いますとのご質問でございますが。

先ほどの山根議員の質問でお答えしました

が、社会福祉協議会での訪問介護の生活援助

の実態を見ると、平成２７年度の生活援助サ

ービス利用延べ件数は１５０件であるのに対

し、令和元年度は６５０件に増え、約４倍に

なっております。

この増加の原因といたしましては、平成２

９年度から総合事業が開始となり、買物や調

理が困難となった方が気軽にサービスを受け

ることができるようになったことが影響して

いると考えられます。

前住議員のご指摘のとおり、利用者の居住

地により移動時間がかかり、燃料費も増える

ことは必然であります。若桜町の訪問介護事

業所は介護報酬１回につき１００分の１５の

特別地域訪問介護加算が算定できることにな

っております。しかし、訪問介護事業の収入

は、５年前に比べて約３割の減収となってお

り、全国では約１割の減収となっているほか、

県内では経営不振により廃止した訪問介護事

業所も実際ございます。

これを問題視いたしました県は、令和３年

度の県の新規事業として、訪問介護事業所の

運営費に対して、市町村が支援した額の２分

の１を補助する「訪問介護支援サービス支援

事業」を予定され、先ほども申しましたけど、

これ、予定されております。町としてもぜひ

この制度を活用していきたいというふうに考

えておるところでございます。

訪問介護は、在宅生活の継続を支えるサー

ビスであり、質の高いサービスを事業所に安

定的に提供していただけるように、燃料費に

限らず事業実施における課題を、もう一度確

認しながら、県の事業も活用して、サービス

の確保に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）



先ほど、今、県の令和３年度、これまだ、

今、決裁のほうがまだされてないと思います

けど、概要みたいなものっていうのがあるの

かもしれませんが、その概要みたいなもので、

話せる範囲で。補助率２分の１というのは分

かるのですか。分からなかったらいいのです

が。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

担当課長のほうで説明いたします。

町民福祉課長（小林貴之）

失礼します。まだ、県としましてはまだ要

求段階でありまして、大枠のところの運営費

の２分の１というとこまでしか、まだ、決ま

っておりません、ということが現状でありま

す。以上です。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

本当にそういった事業が県でも予算化に向

けて動いているということ、やっぱり県なり

のところ、事業所に対してもそういったこと

があるのかなというふうに思いますので、本

当に有効にしていただいて、できれば、今後、

若桜にということになるような、町長からも

そういう機会があれば言っていただきたいと

思いますし、議員としても何かできることが

あったら、ほぼ山根議員の質問にかぶるので

次に行きたいと思います。

では、大きな２番の障がい者支援について

お尋ねいたします。先ほどの山根議員の一般

質問に重なる内容にはなりますが、少し視点

を変えての質問をさせていただきたいという

ふうに思います。

同じく１０月８日の常任委員会の中で、

様々なイベントが中止になっていて、若ざく

ら作業所の売上も減ってきているということ

でした。こうした売上の減が利用者にとって

は直に工賃に響いてきます。仕事づくりと、

作業所または利用者に対する支援をすべきだ

と考えますが所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

新型コロナウイルス感染症を理由とした、

様々なイベントの中止に伴う「若ざくらふれ

あい作業所」の減収は、作業所利用者の工賃

に影響が大きいことから、作業所または利用

者に対する支援をすべきと考えますが、所見

を伺いますとのご質問でございます。

このたびの、新型コロナウイルス感染症の

影響は各所に及んでおり、若ざくらふれあい

作業所も例外ではございません。先ほど、山

根議員のご質問に対し答弁いたしましたとお

り、営業努力をしたにも関わらず、前年度と

同等の収益を上げるには至ってない事業所に

対して、町としましても、新型コロナウイル

スに係る支援として、事業収入減収分を補助

金として交付する計画をしております。

それで、このたびの補正予算のほうに、こ

れは計上させていただいておりますので、不

足しております工賃としてのご活用をしてい

ただけたらというふうに思います。

しかしながら、新型コロナウイルスは収束

を見せておらず、今後の影響は計り知れませ

ん。町で行う支援にも限りもございますので、

ぜひ、議員の皆様も、作業所の製品等のご購

入をしていただくなど、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。

議長（川上守）

前住孝行議員。



議員（前住孝行）

補正予算のところで、就労継続支援事業所

支援事業補助金ですけど、というのが上がっ

ていて、考えていただいているなっていうの

は私自身も考えていたんですけど、隣の八頭

町ですけど、１人当たり３万円の特別給付っ

ていうのをされています。そこではなく、こ

の補助金にされた何か経緯とか、何か理由と

いうか、何かありましたらお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

前住議員が言われましたとおり、隣の八頭

町では１人３万円の補助をされておられます。

逆に智頭、岩美については全く何もされてお

りませんが、やはり、取りあえず昨年度の減

収分についてを補足したいと思います。それ

によって工賃等が昨年どおりの額に戻るんで

はないかというふうな考えで、今回は補助金

のほうにさせていただいております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

若桜町の中にある事業所だということで、

そういうふうにされているんかもしれません

けど、八頭町からもこの若桜町のふれあい作

業所に通われている方があって、八頭町から

来ている人は３万円もらっていてというとこ

ろがあったりするんですけど、そういったの

はもう、どうしようもないということになる

んかなというふうに思います。

そういった、ちょっとした不公平感という

か、というのが発生しているっていうことは

知っておいていただけたらなというふうに思

います。それで、私自身も特別給付がいいか

どうかっていうのはどうかなっていうふうに

思っている１人でありまして、これまでの一

律１０万円給付ですか、というのも、本当に

個人的にはすごいありがたい事業だったんで

すけど、他のことでもっと有効に使えること

があったんじゃないかっていうような、実は

研修を受けてきました。

それで、そこでこのたび、ちょっと視点を

変えるっていったところは、仕事づくりのほ

うで、何とか支援はできんのかなというふう

に思ったところです。

例えばこんなんはっていうんで、ちょっと

事業所のほうに行って尋ねたら、もうやっと

るって言われたんですけど、若桜の特産品で

あるエゴマ油のビンにシール貼るのとかって

いうのはどうかって聞いたら、それ、敬老会

のときにやったって言っていて、でも、敬老

の記念品として一気に仕事が来たときにされ

たということですけど、そんなんも常時やっ

てもいいんじゃないかなっていうふうに思っ

たりもしております。

また、温水プールの清掃作業とかもやられ

ているんですけど、あの辺もどういう単価で

やっているんかなっていうふうに思ったりも

していて、最低賃金みたいなそういうのが払

われているのかどうかっていうのも、また教

育委員会を通じて尋ねてみようかなというふ

うに思ったりもしますけど、本当、コロナと

は関係なくて、僕、もうずっと利用者の工賃

の安さについても、すごいずっと気にかけて

いまして、県は２万円か、２万５千円でした

っけ、という目標を掲げていて、そこに向け

て上げるっていう取組をされているんですけ

ど、若桜町も、先ほどの一般質問の中で、去

年は２万５千円何がしかっていうことで、２

万５千円を超えているっていうことで、私自

身もその辺は把握していたんですけど、今年

は２万円切っているというような状況ですの

で、何とか安定してそういった工賃が２万円

超える、もしくはもっと多くなるようなこと



ができんのかなというふうに考えています。

それで、ちょうど卓球大会の参加賞がマス

クだったんです。それで、このマスクなんで

すけど、ちょうど流行に乗ったマスクで、こ

れがいいって、すぐ取ったんですけど、そう

いったマスクをみんなが、みんながというか、

今ざっと執行部の皆さん、こっちはあれです

けど、見たら白いマスクで、それはそれでい

いんかもしれませんけど、何か若桜にちなん

だものをつくっていただけたら、そしたら宣

伝にもなるしいいかなというふうに思わせて

いただきました。

何かいろいろしゃべりましたけど、そのこ

と全体を含めて、町長、何か所見がありまし

たらお願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

前住議員のご提案でございました。まず、

若桜にちなんだマスク、ぜひこれは作業所の

ほうに進めていただきたいと。できましたら

その購入とか、販売については町のほうがま

たいろいろご相談を受けたいと思います。

やはり、一番根本的な就労者の工賃の問題

でございます。やはりどうしても安いという

中で、できるだけ多くの仕事を町のほうから

ご提案させていただきたいと、少しでも工賃

上げていただきたいという思いは一緒でござ

いますので、こういうのはどうだというよう

なご提案等々ございましたら、またぜひ教え

てやってください。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

一生懸命考えたいというふうに思いますの

で、なるべく採用していただけたらというふ

うに思います。

では、次に移りたいというふうに思います。

大きい３番、ＡＩ・人工知能の導入について

です。毎年、全国市町村国際文化研修所、通

称ＪＩＡＭといっておるんですけども、その

研修の案内をいただいております。なかなか

希望のテーマと日程が合わず参加できずにい

ました。それで、本年度はオンラインでの参

加が可能ということでしたので、第２回市町

村議会議員特別セミナーに参加いたしました。

その講義の中で「地方自治体におけるＡ

Ｉ・ＲＰＡの導入と今後の展開」と題して、

早稲田大学の政治経済学術院教授の稲継裕昭

先生の講義を聞きました。総務省が行ったＡ

Ｉ・ＲＰＡの実証実験導入状況調査というの

で、ＡＩについて２０１８年１１月現在で市

町村は 14％が導入予定、検討中が 28％でした

が、本町はどのような回答をされましたかお

尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

総務省が行った、２０１８年１１月時点に

おける「ＡＩ・ＲＰＡの実証実験導入状況調

査」について、本町はどういう回答をされま

したかというご質問でございます。

お尋ねの調査は、平成３０年１１月及び令

和２年２月に、総務省情報流通行政局地域通

信振興課と自治行政局行政経営支援室が実施

した、「地方自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの実

証実験・導入状況等調査」だというふうに思

います。この調査についてございますけども、

やはりＲＰＡであったり、ＡＩという人工知

能をいかに活用していくのかっていうものが

大きな課題になっておりまして、それについ

ての市町村の各自治体の取組についての調査

でございます。

それで、導入状況の設問といたしましては、



導入済みなのか、導入予定なのか、検討中な

のか、まだ導入予定もなく検討もしていない

のかなどの項目の中で、若桜町としては「導

入予定もなく、検討もしてない」という、そ

の時点ではそういう回答をさせていただいて

おります。

回答の趣旨といたしましては、鳥取県と県

内１９市町村で構成される「鳥取県自治体Ｉ

ＣＴ共同化推進協議会」において、ＩＣＴに

関連する様々な分野で部会が設立されており、

ＡＩ・ＲＰＡの分野においても、本年度より

検討部会が設立されており、そして、先進地

の事例や県内自治体の取組状況等が報告され、

今現在は情報収集を行っておるような段階で

ございます。

それで、現時点において、あくまで検討段

階であり、本町としてどの分野で導入を進め

るかなどの方向性がまだ明確に固まっていな

いことから、先に述べた回答というふうにな

っておりますが、今後、やはりこの導入につ

いて、かなり多くの市町村のほうで、今、導

入事例も出てきておりますので、そういうも

のを参考にしながら、検討はしてみたいとい

うふうに思っております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

私もこの研修はオンラインとはいえ、ほん

とにコロナ禍でなかなか県外の研修とかに出

れず自粛している者としては、全国的な取組

を知るとてもよい機会になったなかというふ

うに思います。

それで、その自治体の活用事例というとこ

ろで、愛知県東郷町で実施されています音声

書き起こしソフトによる会議録作成というの

や、スマホみたいなもので道路を撮影して道

路の亀裂を検知する千葉市の道路管理、「ちば

レポ」というもの。また、岡山県の和気町で

も、全国の移住希望者が２４時間いつでも町

の情報を得られるＡＩを導入されていられる

ことなどが上げられました。

全国的にこうした行政サービスの効率化が

図られており、本町でもＡＩを導入すべきだ

と考えますが町長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

行政サービス効率化のため、ＡＩを導入す

るべきと考えますが町長の所見を伺いますと

のご質問でございますが。

ＡＩ・ＲＰＡ等のシステム導入についてで

すが、近年では、都道府県や指定都市の多く

で導入が進められておりますが、市町村では

導入はおろか検討すら進んでいない自治体も

多くあります。その理由の主な要因として、

全国的に導入事例が少ないこと、どのような

業務や分野で活用できるかが不透明であるこ

と、導入コストが高額であることなどが上げ

られております。

本町においても同様の課題を抱えておりま

すが、ご質問にありますように、ＡＩ等によ

り効率化が図られている業務もありますので、

検討の必要性は感じているところでございま

す。

しかしながら、まずは導入効果や目的を明

確にすることが大切であると考えますので、

全国の先進事例や、ＲＰＡ・ＡＩ検討部会で

の検討内容等を参考にしながら、必要性や目

的を明確にし、また、初期投資やランニング

コスト、職員の作業量等も考慮した上で、費

用対効果を勘案しながら検討していきたいと

いうふうに思っております。

先ほど前住議員の言われました岡山の和気

町の場合についても、移住定住にこのＡＩを

活用して、チャットボットを使っていろいろ

２４時間対応の質疑応答ができるようなもの



をつくっておられます。しかしながら、やは

りつくっていく上で、これは勝手にロボット

がするものではないので、その中に様々な問

答集であったり、情報を入れていく必要がご

ざいますので、その業務的な量がどれくらい

あるのかっていうようなものも、やっぱり考

えていく必要があると思いますし。

また、最近では全国で婚活アプリでござい

ます。これがほんとにＡＩを使ったマッチン

グアプリ、これがすごく広がっております。

それでこの活用事例のほうも効果があるとこ、

またないとこなど、様々なものが出てきてお

りますので、そういうものについても、ぜひ

いろいろ情報を集めながら、県の、これは市

町村でやるよりやはり県でやっていただくべ

き案件でないかなというふうに思っておりま

すので、ぜひそういうことも進めてまいりた

いというふうに思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

町長の答弁にありましたとおり、やっぱり

初期投資がどれくらいかかるんだというとこ

ろや、情報を入れるのの作業的なことの、そ

こら辺でやっぱりなかなか引っかかるかなと

いうふうに、それも私自身も実感しておりま

す。

その中で、ほんとにまず手軽に取り組めそ

うだなっていうのを紹介していただいており

まして、今、先ほど言った中の「ちばレポ」

ですか、道路管理のものなんですけど、ほん

とに、つい、スマホみたいなんでちょっと写

していくんですけど、それをただ写しとるだ

けで、もう亀裂を見て何か検知して、それで、

赤い色がついたりとか、緑とか、黄色とかみ

たいなんがついて、多分数値化されるんじゃ

ないかなというふうに思います。

それで、どこの位置がどうだっていうのも

分かるし、それが何かどっかの大学と連携し

てつくられとるということで、年間１０万円

でということを言っておられました。なので、

それもそんなに初期費用もそんなにかからず

できるんかなというふうに思います。

それで、例えば若桜学園の前のちょうど半

分亀の甲みたいになっておるんだけど、変え

てほしいということを、あの手この手で担当

課に言い続けてもなかなか修繕してもらえん

のですけど、こういった数値化されれば、あ

と何箇所かした後には直しますよというよう

な順番が分かってくれば、町民としてもああ

３年後には直してもらえるかというふうに思

って納得しますので、何かそういった担当課

長は要望があったらすぐ直すって言ってくだ

さっとったんですけど、僕の要望は多分通じ

てないみたいですんで、前々課長の辺から言

っておるんですけど、なかなか議員の力もな

いので、ちょっとこういった公の場でさせて

いただきました。そういったものもあります

ので、何とか手軽なものから活用していただ

けたらなと思います。

では次に移ります。３番目です。こういっ

たＡＩの社会が進むと、人と関わる仕事や想

像力の仕事は残っていくということでしたけ

ど、ＡＩやロボットが大体可能になる職種も

増えてくるということでした。

こうしてＡＩの活用が進むとどういう人材

が求められるか、どういう教育をしていくべ

きか考えてしまいました。本町の学校教育が、

ＡＩでは対応できない分野での人材育成が必

要だと考えますが、教育長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。新川教育長。

教育長（新川哲也）

本町の学校教育が、ＡＩで対応できない分

野での人材育成が必要と考えるが、教育長の

所見を伺うということでございました。



オックスフォード大学などの調査結果によ

りますと、ＡＩやロボットなどの活用により、

今後１０年から１５年先には、約半数の人の

仕事がなくなる可能性があるということが言

われております。もちろんこれが現実になる

かどうかはまだ未知数ですが、学校教育にお

いて、これから未来社会を切り開いていくた

めの学習基盤となる資質・能力を確実に育成

するため、ＡＩの導入やＩＣＴ活用を様々な

場面で進めていく必要があると考えておりま

す。

ＡＩは、多くのデータを知識として瞬時に

集積するため、人がするよりも効率的に業務

を遂行することや、単純作業など自動化され

ると生産性が高くなる分野などの職業が人に

取って代わることが予測されています。

このため、学校教育では、プログラミング

教育などの発達段階に応じた情報活用能力の

育成と、知識の理解の質をさらに高め、確か

な学力を身につけさせていく必要があります。

若桜学園では、現在進めている一人１台の

タブレット端末を効果的に教育活動に取り入

れていくことを考えています。ただし、それ

はフェースツーフェースで児童生徒が相互に

考えを出し合っていく場面を減らすことでは

なく、そういったこれまでの取り組んできた

共同学習の良さを再認識した上で、一人ひと

りの学習状況に応じた個別学習など、学習場

面に応じて使い分けていくことが人づくりと

して大事な視点であるというふうに考えてお

ります。

また、本年度から小学校で新学習指導要領

が全面実施となり、令和３年度の中学校、令

和４年度の高等学校と年次進行で実施される

学習指導要領においては、学校ＩＣＴ環境整

備とＩＣＴを活用した学習活動の充実につい

て明記されております。

特に、情報活用能力が「学習の基盤」とし

て位置づけられたことにより、児童生徒のＩ

ＣＴ活用は、全ての時間ではありませんが必

然となりました。

中でも、小学校のプログラミング教育は必

修となり、プログラミング的思考を育成する

学習を各教科の中で取り入れることとなって

おります。

このプログラミング教育については、論理

的思考を育むという狙いや、簡単なプログラ

ミングの体験を通してコンピューター等を上

手に活用して問題解決をする態度を育てると

いう狙いがあります。

児童・生徒が相互に言語活動を通して深め

ていく学習・教育活動に対し、プログラミン

グ教育はデジタル言語で支持を出していく言

語活動を行います。このような言語活動はど

ちらも大切な教育活動であると考えています。

ＡＩが対応できない分野の職種は、対人関

係に関わるものが多く、人との関わりを大切

にした学習を積み上げてこなければ、人材は

育たないものと考えております。したがって、

ＩＣＴ活用と人同士が関わり合う活動をバラ

ンスよく取り入れた教育課程を実施すること

が、これから先の時代を支えていく人材育成

につながるものというふうに考えております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

フェースツーフェースのところと、あとプ

ログラミング教育ということで、教育長の答

弁いただけたというふうに思います。私自身

も教員をやっていたというようなあれで、や

っぱり普遍的な教育も、変わることのない教

育とやっぱりその社会に合わせた教育ってい

うのが必要だろうなというふうに思っている

ところです。

その社会に合わした教育ということで、プ

ログラミング教育とかというようなところで、

多分プログラミング教育のほうは多分使う側、

その機械とかを使う側の操作とかの教育にも



なるんかもしれませんけど、やはり講義の中

でも言われていたのは人と人とのという、教

育長の答弁にもありましたフェースツーフェ

ースのところの職種というは残るので、そう

いったところが重要だろうなというふうに思

ったところです。

私自身も保護者ですので、どういう子ども

にどういうふうに声かけしていいのかってい

うところでもあるんですけど、そこら辺も学

校教育、学校ってしっかりしているので大丈

夫だっていうような安心感も感じていただけ

たらというふうに思うとこです。

それで、若桜学園の教育目標というのをち

ょっと調べさせていただいたら、やっぱり「若

桜を愛し、つながり、高め合い、自己実現を

目指すたくましい子どもの育成」というよう

なところで、その中でも「つながる子」って

いうところで、周りの人と積極的に関わろう

とする表現力やコミュニケーション力ていう、

そのミュニケーション力っていうのは、やっ

ぱりその講義の中でも言われておりました。

そういったところがかなり重要となってくる

んかなというふうに思ったとろことです。

それで、また、中でも調整力ということも

言っておられて、この辺はなかなか難しいと

ころかもしれませんけど、いろんなところで

極端ではなく、ほどよいところのところでい

くというか、そういったところも大事なんか

なというふうに思いました。なかなかこれか

らほんとにＡＩやＲＰＡとか、ほんと激動の

社会になるんかというふうに思っていて、若

桜学園の子は、そこにもしっかり対応できる

ということで安心して通わしていきたいなと

いうふうに思っております。

ほんとにこの令和２年というのは、激動の

年だったというふうに思います。世界的にコ

ロナウイルス対策に追われた年となりました。

なかなか人と関わる機会が持てない状況では

ありますが、この人とのつながり、ある人は、

心は密にというようなことを大事にしましょ

うと言われておりました。全くそうだなとい

うふうに思っております。

この難局をみんなで乗り越えていきたいな

というふうに思います。本日はありがとうご

ざいました。

議長（川上守）

暫時休憩します。

午後は、１時より再開いたします。

   午前１１時４３分  休 憩

   午後 １時００分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

一般質問を許します。１番、梶原明議員。

議員（梶原明）

改めましてこんにちは。１番、梶原明です。

傍聴されている皆さんありがとうございます。

さて、全世界で猛威を振るう新型コロナウイ

ルスでお亡くなりになった方々に謹んでお悔

やみ申し上げます。現在、医療機関や介護施

設等で懸命に働かれている全ての皆様に敬意

を込めて感謝申し上げます。

鳥取県内では感染者は出ているものの、爆

発的な感染が増えないことは、平井知事をは

じめ関係者の方々の尽力のおかげだと感じて

います。海外ではワクチン接種も始まりまし

たが、一日も早い終結を望んでいます。

さて、若桜町の観光の目玉と挙げられてい

る、わかさ氷ノ山スキー場開きも１２月１９

日に予定されており、降雪量も例年並みと予

想され、コロナ感染予防を十分に配慮されて、

無事に営業できることを願うばかりです。

今回、介護事業について私も一般質問を予

定していましたが、同様の質問をされる議員

がおられたため、このたびは控えることとい

たしました。



交流人口の増加も大切ですが、若桜町の６

５歳以上の方は人口の 47％を超えており、高

齢化率も高くなっています。令和元年度に作

成された、令和２年から６年まで５か年間の

若桜町地域福祉計画、地域活動計画の冒頭に、

第１章計画策定に当たっての下にですが、そ

こに、福祉というと、高齢者や障がいのある

人を対象にした何か特別なことのように思わ

れているようですが、幸福と同じ幸せという

言葉です。したがって、地域福祉とは地域の

幸せと言い換えることができ、地域の全ての

人の幸せを意味しますとあります。これは町

長の言葉なのかどうか分かりませんが、この

文言が示すように、町民の幸せのために充実

した福祉施策を実行していただきたいと切に

願っています。

今回の質問は、９月定例議会で青木議員の

された質問の関連と特定地域づくり事業につ

いて質問させていただきますが、いずれも本

町の将来を見据えて進めていくための提案を

中心にさせていただきます。

それでは、通告順に従って質問に入りたい

と思います。１、河川の活用についての（１）

です。近年、河川の環境変化からアユを中心

に魚が釣れなくなり、若桜地域以外の八東川

や千代川には釣り人がいなくなりました。よ

って、県外から八頭郡周辺の釣り人が若桜周

辺に集まっています。漁業関係者からも若桜

周辺への放流を優先していると聞いています。

昨年まではわかさ清流まつりが行われてお

り、参加者などの受入体制は整っていると考

えます。さらに交流人口を増やすため、八東

川支流と屋堂羅川の河川とその周辺を整備し、

常時、釣りやつかみ取りなどのできるエリア

を設置して、来訪者を呼ぶ仕掛けをしてはと

考えますが、町長の所見をお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

交流人口を増やすため、八東川支流と屋堂

羅川の河川とその周囲を整備し、釣り堀やつ

かみ取りエリアを設置してはどうかと考えま

すが、町長の所見を伺いますとのご質問でご

ざいますが。

昨年度、地方創生推進交付金を活用して、

孫やひ孫の世代まで安心して住み続けられる、

持続可能なまちづくりに地域が一丸となって

取り組むために、住民有志の方との話合いを

通じて「若桜町未来ビジョン」を策定いたし

ました。

今年度からは、未来ビジョンで描かれた将

来像の実現に向けまして、町内外の２５名の

有志の方にご参加いただき、順次、８つのプ

ロジェクトに取り組んでいただいております。

このプロジェクトを推進するために、３つ

の部会を設け、第１部会は、主に子どもの教

育環境のサポート、第２部会は、主に桜の植

樹や特産品のブランドづくり、森林等の自然

資源の活用、第３部会は、主に交流拠点やま

ちなかホテルづくり、空家活用について協

議・企画・実践を進めていただいているとこ

ろでございます。

その中で、７名の部会員で構成する第２部

会が取り組んでおります「桜の植樹」は、町

内外、若桜町のファンを増やすためのプロジ

ェクトで、梶原議員からご提案のありました

中之島公園裏側の八東川支流と屋堂羅川の合

流点付近の土手にある桜を活用して、花見ス

ポットとして整備できないか協議されており、

併せて河川を改修して、水遊びができる場所

を整備することについても、ご検討いただい

ているところでございます。

ご存じのとおり、本町は清流のまちとして

も町外に名をとどろかせており、その自然を

活かして人を集める取組は、関係人口の創出

にもつながり、有効な手段であることは間違

いございません。引き続き協議を重ねながら

鳥取県等の関係機関の了承をいただき、具体



的な整備案などが決まりましたら、議員の皆

様にもご相談させていただきたいというふう

に思っております。

交流人口が増加し、にぎわいのある町の実

現に向け、検討を進めてまいりますので、ぜ

ひご協力のほどよろしくお願いいたします。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

未来ビジョンプロジェクトの中で、花見ス

ポット、河川整備っていうことをお示しいた

だきました。現在の釣り人は、ルアー釣りっ

ていうものが主流になっているようです。集

客のためにはそのような釣りのできるエリア

も必要だと聞いております。また、女性や子

どもたちもルアー釣りっていうものは人気と

なっております。

なるべく広い、釣りや魚と遊べるエリアな

どをつくれば、釣り人だけでなく、先ほど言

われたように花見スポットで来られる来訪者

も増加するように考えます。

次の質問へ参ります。（２）に参ります。た

だ、魚を釣ったり取ったりする場の提供だけ

では経済効果はないと考えております。これ

からは、つくったエリアで、花見スポットも

大切ですけれども、魚釣りや川遊びでも入場

料や捕獲した魚の購入とか、使用料の料金を

設定することで経済効果を上げる仕掛けも必

要だと考えます。

町内には、従来ヤマメやマスなどを養殖さ

れていた方の施設も残っています。これらを

借り上げるなどして「トラウト（マス）王国」

を目指してはと考えます。町長の所見をお伺

いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

町内には、従来ヤマメやマスなどを養殖さ

れていた方の施設も残っております。これら

を借り上げるなどして「トラウト（マス）王

国」を目指してはと考えますが、所見を伺い

ますとのご質問ですが。

毎年、本町で夏に開催しております「清流

まつり」では多くの方が参加され、マス釣り

やつかみ取りを楽しまれている姿を拝見し、

改めて多くの釣りファンがおられることを認

識させられているところでございます。

「レジャー白書２０２０」によりますと、

２０１９年の釣り人口は６７０万人だそうで、

多くの方が集まって来られるのも納得させら

れます。

若桜町の清らかな清流の中で水産資源の保

護や増殖を図り、水や魚に親しむ機会を提供

することは、とても有意義なことと考えてお

り、毎年アユをはじめイワナやヤマメの放流

を継続的に行っております。町外から多くの

釣り人が訪れられ、本町で釣りを楽しんでお

られますので、少なからずとも経済効果はあ

るのではないかなとは思っております。

さて、既存の養殖池を活用して「トラウト

王国」を目指してはどうかというご質問でご

ざいますが、議員が言われますとおり、本町

でも以前はイワナを養殖しておりましたし、

民間でもイワナやマスの養殖をされていた時

期もあり、釣り大会やつかみ取りイベントな

どに魚を提供されておられました。

現在は、養殖はされておりませんが、民間

の養殖池は残されたままとなっております。

この施設を活用させていただいて、魚の養殖

をすることはやぶさかではございませんが、

生き物の管理でございますので、３６５日、

水の維持・管理だったり、魚の生育状況の変

化や病気に対応できる管理など、専門的な知

識を持った人材が必要であると考えます。

また、さきのご質問にございました釣り堀

やつかみ取り、また、その他で魚を活用する



場合におきましては、年間どれくらいの生産

量があり、営業として成り立つのか、その結

果、その養殖池で対応できるのか、対応でき

ない場合はどれくらいの設備投資が必要なの

かなどを検討する必要がございます。

そのような中で、本町で養殖業を営みたい

という方がいらっしゃいましたら、可能な限

りの支援は行ってまいりたいと思いますし、

「清流のまち若桜」をＰＲして交流人口が増

加し、にぎわいのあるまちづくりを推進して

いく必要があると考えております。

いずれにしましても未来ビジョン部会や、

総合戦略の中で協議を重ねていただき、町と

しての方向性を示していきたいというふうに

思っているところでございます。

梶原議員のご提案で大変面白い発想だとい

うふうに思います。それで、実際、先日、私

を含め、数名でギンジャケの養殖のほうの勉

強に行かせていただきました。それを見てき

ますと決して若桜で対応できないような施設

ではなかったというふうに思っております。

しかしながら、やはり生業として成り立つ

のかっていう部分については、慎重に検討が

必要だなというふうに思っておりまして、県

の水産課のほうにもそういうマッチングはな

いかというのを今お聞きしておるところでご

ざいます。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

やりたい方があれば、また、ギンシャケの

調査などもなされておるということを聞かせ

ていただきました。養殖については、餌に若

桜町産の米を精米されるときに出る米ぬかを

はじめ、ジビエ肉加工時に出る骨や食肉にで

きない部分や、エゴマの搾りかすなどを使っ

た独自のブレンド餌を与えることで、新たに、

うまくいけばですが、ブランド化とコスト削

減を目指すなど、若桜町で賄えるものを余す

ことなく利用することも考えられています。

事業展開が本当にできればと考えますが、

事業化できた場合、特定地域づくり事業を活

用した雇用の発生や、気候に左右されにくい

魚の養殖による安定した出荷、供給もできる

と考えます。町長の所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほどの梶原議員のご質問でございますけ

ども、安定供給につきましては、そういう形

でやればできるのかも分かりませんけど、あ

とは需要と供給バランスがありますので、実

際、今年の場合も、実は八頭町の姫路地区で

ヤマメの養殖しておられますが、やはりイベ

ント等がなくなった関係で、かなりの魚が売

ることができないというようなことも、実際

こういう例はあんまりないんですけども、実

際起きておりますので、その需要供給バラン

スをやっぱり考えながら、この整備について

は検討をしていく必要があるんではないかな

というふうに思っております。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

需要と供給、確かに大切なことであります

し、コロナ禍っていうことを考えますと、こ

のイベントがなくしてその需要っていう面は

成り立たないようなところもあります。そう

いうところも踏まえてでございましたけども、

養殖ばかりっていうところもあります。

餌についての方面で考えますと、兵庫県の

多可町で生産されているドッグフード、地域

課題解決型ドッグフードになりますが、地域

課題解決型ドッグフードとは鳥獣外駆除され



た鹿などが廃棄されているものを有効活用す

ることで地域活性につなげるため、生まれた

ものっていうことでなっております。

鹿肉でできた無添加ドッグフード「ＴＡＳ

ＨＩＫＡ」っていうものをつくられておりま

す。動物栄養学や専門家、イタリアンシェフ

などから犬の立場で考え開発され、これには

京都大学も関わったと聞いております。

また、製造に当たっては、鹿肉は業者さん

から随時受入れ、精肉加工から自社で一貫生

産、地域連携での生産体制は日本唯一である

と聞いております。また、生産をしていると

ころは旧給食センターで手づくり製造販売を

されております。

参考ですが、鹿肉 60％含有のドックフード

１キロが２,７５０円で販売されています。近

年、養魚用飼料の主原料となる魚粉の価格が

高騰し、魚粉に代わるタンパク質源を原料と

した実用的な低魚粉飼料の開発が求められて

います。大豆から油を搾った後の残りである

大豆かすといった植物性原料は安価で高タン

パク質の原料であり、飼料への利用が期待さ

れている状況もあります。

そういうところを踏まえながらです、若桜

町サケ・マス養殖をはじめ、これには必ず飼

料というものが必要になってまいりますが、

その養殖用飼料の開発や製造販売、海洋養殖

など近畿大学のような海洋養殖研究などをし

ている大学などと連携できれば、また新たな

養殖以外の産業にもつながり、雇用も見いだ

せるんではないかと考えます。町長の所見を

お伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

本当に何か面白いご提案ありがとうござい

ます。今まで私は正直そういうこと考えたこ

とがございませんでして、今、初めてその魚

の餌にというご提案をいただきました。

ただ、今申しましたとおりまだ考えたこと

もないのに、まだ協議も１回もしたことがご

ざいませんので、ちょっと県のほうにまずち

ょっと相談させていただいて、どういう手法

でこういうことを進めていくのがいいのかっ

ていうのを、ちょっと研究をさせてください。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

今後県と相談しながら研究をしていただけ

るということで、前向きな今後の検討を期待

させていただきます。

それで、この夏に若桜氷ノ山でＧｏＧｏバ

ーベキューを開催されました。その結果、大

勢の参加があり、大盛況で終わったと聞いて

おります。滞在時間の増加や食材などの消費

を考えるのであれば、河川で釣りやつかみ取

りで捕獲した魚は持ち帰ってもらうのではな

く、日頃活用の減少した中之島グラウンドに

期間限定でグランピングを企画して、若桜町

の食材とともにバーベキューや郷土料理も楽

しんでもらうなど、併せた事業を検討しては

と考えます。町長の所見をお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほど最初に答弁させていただきました八

東川支流、屋堂羅川の河川の環境について、

桜の整備とともに魚のつかみ取りができたり、

魚釣りができたりというのを答弁させていた

だきました。

それで、当然併せて、あの周りでバーベキ

ューができたりとか、そういうこともやはり

広い範囲でどこまでできるのかっていうのを

ちょっと考えたいと思っておりますし、まだ



教育長とは相談してないんですけど、中之島

グラウンドの活用のことを多分言われたんだ

と思うんですけども、そこら辺についても、

ちょっと一緒に協議のほうをさせていただき

たいというふうに思います。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

中之島グラウンドを含め、あの周辺ってい

う活用の方法っていうところ、また、整備の

ところなども検討していただきたいと思いま

す。

９月定例会で青木議員が交流人口増加に対

する提案を含めた選果場や旧ＪＡの米蔵の活

用など、駅周辺の一般質問をされました。そ

の後、検討や計画などをされた案件があるの

かお伺いします。

議長（川上守）

通告と違うけど、極端に。

資料も何もないと思う。町長、答弁できん

ならできんで。

町長（矢部康樹）

何にもないです。

議長（川上守）

ここで言って。答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今いただきましたご質問につきましては、

何の通告等もございませんでしたので準備の

ほういたしておりません。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

すいません。私のほうがちょっとミスって

おりまして。

いろいろな案件が進められております。観

光っていうところをいろいろ考えていく中で、

ちょっと暴走した面はありますのでお詫びい

たしますが、去る１０月２７日、倉吉市が通

過型から滞在型の観光地を目指し、小川家住

宅ですか、を宿泊施設として活用するため、

施設管理運営会社や金融機関などと事業に向

け連携提携を結びました。

若桜町も、観光で滞在型観光に移行してい

くならば、駅周辺をはじめ、宿内に古民家な

ど活用した宿泊施設を設けることは喫緊の課

題であるとは考えております。観光において

滞在時間を延ばすということは、どこの観光

地も苦慮していることと思います。

若桜町はいま一度若桜の資源を見直し、オ

ンリーワンを目指してチャレンジすることも

必要ではないかと考えます。今後の検討に期

待して次の質問へ参らせていただきます。

大きな２番です。特定地域づくり事業につ

いてです。の（１）に参ります。本年３月１

４日に行われた、八東駅行き違い施設竣工式

に出席した国会議員の方々から、特定地域づ

くり事業についてはじめて報告を受けました。

また、総務産業教育民生常任委員会におい

て１０月１４日に「特定地域づくり事業協同

組合」を設立するための説明会が行われたこ

とや、設立までのスケジュールなどの報告を

受けました。

今後、設立に向けてどのような進め方を検

討しておられるのかお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

常任委員会において「特定地域づくり事業

協同組合」の設立までのスケジュール等の報

告を受けましたが、今後、設立に向けてどの



ような進め方を検討しているのか伺いますと

のご質問でございますが。

まずは９月の１６日に、商工会理事会にお

いて「特定地域づくり事業」についての概要

説明を行い、９月末には商工会員様に向けて

説明会開催のご案内をし、１０月１４日に説

明会を開催したところであり、現在は、組合

への参加の意向を確認しているところでござ

います。

今後につきましては、年明けに参加の意向

のある事業所にお集まりいただき、組合設立

に向けた各種課題や問題点などを洗い出しな

がら、設立認可手続に向けた具体的計画など

の協議を重ねていくようにしております。

また、１月から組合設立に向けた専門的な

協議を進めることから、有識者によるアドバ

イザーを配置し、組合設立に向けた協議がス

ムーズに進むよう体制を整える予定としてお

ります。

今後の具体的なスケジュールといたしまし

ては、２月頃までに設立届出や交付金申請の

事前相談などを行い、３月頃には設立準備会

を立ち上げ、趣意書や定款等をまとめ、４月

早々に設立総会、５月には補助金交付申請、

６月には組合認定申請・設立登記を行い、７

月に派遣事業届を行い、８月頃の事業開始を

目指しているところでございます。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

常任委員会で報告を受けたスケジュールの

ほぼとおりであるように感じます。この件で

すが、早期に知っておられたはずだと思って

おります。時期的にここまでこうずれ込むと

いいますか、他町に取られる前に、私の願い

といたしましては１番に若桜町にやっていた

だきたかったなと思う案件でございました。

だけども、実際このような形で進められて

いるというところで、なるべく早期に進めて

いただきたいなと思います。

次へ参ります。（一財）若桜町観光開発事業

団や若桜町観光協会は、特定地域づくり事業

協同組合に加入できるのか、また、加入でき

るとすれば、それらの団体を組合に加入させ

ることを検討されているのかお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

若桜町観光開発事業団や若桜町観光協会は、

「特定地域づくり事業協同組合」に加入でき

るのか、また、加入させることを検討されて

いるのか伺いますとのご質問でございますが。

特定地域づくり事業協同組合の組合員とな

るためには、中小企業等協同組合法第８条に

定める組合員の資格等を満たす事業者である

ことが必要となります。事業者とは、法人格

を有する団体又は個人事業主であります。

そのため、若桜町観光開発事業団は加入対

象となりますが、若桜町観光協会は法人格を

有しておらず、加入対象外となるため、加入

いただくには、まずは法人格を有していただ

くということが必要になります。

また、加入についての検討でございますが、

町としては、町の出資団体等を含む町内事業

者を対象にしております。最終的には事業者

毎での判断とはなりますが、地域社会や経済

の重要な担い手である、地域づくり人材が安

定して活躍できる環境の整備を図ることを目

的とした、過疎地域等に寄り添った新たな制

度でもありますので、組合参加については前

向きにご検討いただきたいというふうに考え

ておりますし、そういう形で声かけもさせて

いただいています。

それで、この観光協会につきましては、先

ほど法人格がないため、今、加入できないと

いうふうに申しましたが、やはり地域実態と



いうものがございます。最初に中尾議員の質

問もございましたけど、１年間経過しないと

雇用できないというような縛りもございます

が、やはり地域に即した地域課題については、

やはり総務省のほうに申し出たい、話はぜひ

聞いていただきたいというふうに思っており

まして、もう１月に総務省の地域振興室の室

長と協議をするようにしておりますので、も

しこの特定地域づくりの中で、こういう課題

が何とかならんかというものございましたら、

ぜひ皆さんのほうから、担当課でも構いませ

んので、意見のほう教えてやっていただきた

いと思います。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

一財の観光開発事業団はＯＫで、法人格の

ない観光協会は、今のところ法人格がないた

めに対象外であるということを説明いただき

ありがとうございます。

地域性に合わせたものっていうことで地域

の実態ということもあります。それでは、特

定地域づくり事業協同組合を、どのような規

模で、人材の数や派遣先の事業所の範囲など、

どのように考えられているのかお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

この、先ほどの梶原議員の質問についてで

ございますが、最初の中尾議員のときにもお

話させていただきましたけど、協同組合設立

に当たりましては最低４業者が必要でござい

ます。まずそれを確保するというのが大前提

でございますし、町が強制的に加入を促すも

んでもございません。

やはり各事業所等が考え、加入するかどう

かは決めていただくという形になりますので、

まずその加入団体が決まりましたら、加入団

体が今度は人材的にどういう人材が欲しいの

かっていう協議に入ってまいります。

その人材については、やはり公募していく

というような格好になってまいりますので、

まだ、今の段階でははっきりした人数等々は

分からないような状況でございますが、準備

会等々が進んでいくに従いまして、そこら辺

分かってくると思います。その都度、また皆

さんのほうにはご連絡させていただきたいと

思います。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

分かりました。最低４事業者というところ

は重々承知してはおったんですが、少し町と

しての想定というものがあると思い、こうい

う質問をあえてさせていただきました。加入

は事業所が決めること、そしてそれによって

人材も変わってくるっていうところを理解さ

せていただきました。

では、次の質問へ参ります。町内の公共交

通は、鳥取自動車やワーカーズコープに事業

を委託し、運行されています。委託料は年々

増加しており、今後の財政状況を考えると対

策が必要だと考えます。

特定地域づくり事業制度を利用して、若桜

町独自の持続可能な公共交通事業を運営して

はと考えます。町長の所見をお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

「特定地域づくり事業」制度を利用して、

若桜町独自の持続可能な公共交通事業を運営

してはと考えますが、町長の所見を伺います



とのご質問でございますが。

現在、鳥取自動車に町営バス運行事業、ワ

ーカーズコープグループのさんいんみらい事

業所にデマンド便運行事業を担っていただい

ておりますが、昨年度策定いたしました「若

桜町地域公共交通計画」に基づき、新たな交

通体系を構築していく予定としております。

将来的には、吉川地域において試験運行し

ておりますコミュニティタクシー制度を町内

全域に広げていくことなども考えており、そ

の運転手についても、特定地域づくり事業制

度を活用できないかということで、協議を進

めているところでございます。

車を持たない町民の生活に欠くことのでき

ない公共交通を、この制度を有効に活用する

ことで、今まで以上に使い勝手がよく、かつ

持続可能な新しい交通体系として運行できる

よう、引き続き協議を進めていきたいという

ふうに思っておるところでございます。

梶原議員の言われるとおり、新しい交通体

系っていうのはやはり必要である。そのため

には、地域コミュニティタクシー、また、デ

マンド交通、それから福祉タクシー、それで

今走っておりますバス業務等々の一本化とい

うものをやっぱり考えながら進めていく必要

がある。

場合によっては、バスの代わりにその地域

コミュニティタクシーを走らすとか、逆にス

クールバスを走らすとかっていうものをやは

り混ぜながら、地域の皆さんの利便性が悪く

ならないようにということを考え、進めてい

きたいというふうに思っております。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

いろいろ検討していただいておるというこ

とでございますが、これからの公共交通を考

えるならば、現在の定期便路線やスクールバ

スをはじめ、ルートごとに走らせる車両、交

通空白地や観光地対応、町内でイベント開催

時の対応など、いろいろなシチュエーション

を考慮した上で、バス型車両の台数やワンボ

ックスタイプ車両の台数、デマンド車両の台

数など、検討することはいろいろあると思い

ますし、必要な人員数や運営会社をつくるで

あればその規模なども見えてくると思います。

町民の利便性を優先に考え、ち密な検討内

容にはなっていくとは思います。安易な他市

町村の模倣にならないためにも、みんなで知

恵を絞り、若桜町独自方式の持続可能な公共

交通を検討していかなければなりません。

そのためには、相談があれば議会も協力で

きると考えます。どんなことでも町民のため、

オンリーワンの精神で進めることが大切と考

えます。さらに発展した検討を期待して、一

般質問を終わります。

議長（川上守）

これで、一般質問を終結します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

   午後 １時３５分  散 会


